
 

 

 会 議 概 要 

会 議 の 名 称 
令和４年度 第３次社会教育中期計画策定に係る第２回第５部会

（スポーツ活動とスポーツ施設整備）会議 

開 催 日 時 
令和４年１１月３０日（水） １８時３０分 開会 

              １９時３０分 閉会 

開 催 場 所 文化センターさざ波 多目的ホール 

出 席 者 名 

委   員：石川委員長、小橋副委員長、鈴木、峯田、海谷、 

黒田、藤崎、水牧 各委員      ８名 

教育委員会：阿部教育長、坂本課長、藤本主幹   ３名 

 

欠 席 者 名 岸下、白田、木村、岸 各委員 

傍 聴 人 の 数 無し 

会 議 の 内 容 

１． 開 会 

２． 委員長挨拶 

３． 教育長挨拶 

４． 議 事 

議案第１号 スポーツ活動・スポーツ施設整備における課題解

決のための方策について 

その他   令和４年度「ニュースポーツ de あそぼ」につい

て 

 

会 議 資 料 
令和４年度 第３次社会教育中期計画策定に係る第２回第５部会

（スポーツ活動とスポーツ施設整備）会議案 

会 議 録 
■ 有 （ □全文筆記   ■要点筆記 ） 

□ 無 

備 考  

  

      

 

 

 



（てん末書用紙） 
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て ん 末 書 

                     

 

１ 日 時 

令和４年１１月３０日（木) １８時３０分～１９時３０分 

２ 会 場 

湧別町文化センターさざ波（多目的ホール） 

３ 会議及び用務 

令和４年度 第３次社会教育中期計画策定に係る第２回第５部会（スポーツ活動と

スポーツ施設整備）会議 

４ 出席者 

    委  員～石川委員長、小橋副委員長、鈴木、峯田、海谷、黒田、藤崎、水牧 ８名 

教  委～阿部教育長、坂本課長、藤本主幹         計１１名 

５ 結果要旨 

  〇令和４年度３０年勤続スポーツ推進委員表彰の伝達について 

  ・鈴木義広委員が令和４年度３０年勤続スポーツ推進委員表彰に該当され、（公社）全

国スポーツ推進委員連合より賞状が送付されたため、阿部教育長より授与。 

１ 開  会 

２ 石川委員長挨拶 

３ 阿部教育長挨拶 

４ 議  事 

 〇議案第１号 スポーツ活動とスポーツ施設整備における課題解決のための方策に

ついて 

 ・藤本主幹より各委員に事前に送付した資料について、現状と課題について変更にな

った部分を説明。委員の意見は特になし。 

 ・課題解決のための方策については、４つの推進項目に対し、前回の意見を反映した

方策を追加した部分と削除した部分を説明。委員の意見は特になし。 

 ・今後５年間の推進目標について意見を伺ったが、現行のままとすることとした。 

 ・今回をもって第５部会は終了とするが、欠席した委員に送付し、修正などがないか

確認する旨を伝えた。 

・また、「第１章 計画の概要」について、新型コロナウイルス感染症の影響について

は、各領域にふれずまとめて記載していることや持続可能な開発目標（SDGS）を追加

していることを伝え、参考にしていただくこととした。 

・今回の課題解決のための方策を元に、令和５年度スポーツ振興事業計画（案）を立て、

１２月中旬頃に第３回スポーツ推進委員会議を開催することを伝えた。 



（てん末書用紙） 
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〇その他 

・成人を対象（高校生を除く１８歳以上から４０歳未満）にした事業「ニュースポーツ

de あそぼ」の概要について説明し、運動指導職員の三浦主事が中心になって進めるが、

スポーツ推進委員も出役願いたい旨を伝えた。 

・詳細については、第３回スポーツ推進委員会議において、打ち合わせすることとした。 



と　き　
午後6時30分

ところ　 文化センターさざ波　多目的ホール

<会議日程>

１．開　　会

２．委員長あいさつ

３．教育長あいさつ

４．議　　事

議案第1号 スポーツ活動とスポーツ施設整備における課題解決のため

の方策について

その他

３．委員長あいさつ　・　閉会

令和4年度

令和4年度　第3次社会教育中期計画策定に係る第2回
第5部会(スポーツ活動とスポーツ施設整備）会議

令和4年11月30日(水)

湧別町教育委員会



 

 

第 3 次湧別町社会教育中期計画 現状と課題（スポーツ）検討資料 

第 2 次社会教育中期計画 第 3 次社会教育中期計画（会議結果を反映） 備  考 

第 9 節 スポーツ活動とスポーツ施設整備の 

現状と課題・推進目標・推進項目 
 

【スポーツ活動とスポーツ施設整備の現状と課題】 

町民一人一人が心身ともに健康で充実した生活を営むためには、町民のだれもがそれぞれの体

力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができる、生涯スポーツ社会の実現を図ることが求められています。町民の健康や体力づくりに

対する関心の高まりに伴い、多様なニーズに応じた各種スポーツ教室・講習会や大会の開催、合

宿誘致、スポーツ施設の整備など、地域性を生かしたスポーツ活動の推進に努めてきました。 

 

 

体育協会とスポーツ少年団本部の加盟団体は、町内スポーツ振興の原動力として自主的に活動

しており、活動の支援を図ってきましたが、会員の高齢化や少子化による会員の減少や指導者不

足等の課題を抱えています。 

 

 

 

 

 

 

また、子どもたちの体力低下やスポーツ離れにより、運動をしない子どもたちが増えてきてい

る状況です。 

今後もより多くの子どもたちにスポーツに接する様々な機会を提供し、体を動かす習慣を身に

つけさせることが求められています。 

 

近年、青少年の体力低下や成人、高齢者の生活習慣病が増加しており、 

 

 

 

 

心身の健康保持増進のために運動習慣が形成されるよう、平成 29 年度より湧別総合体育館に新

しいトレーニング機器を設置し、指定管理者事業として、インストラクターを試験的に配置した

ところ、町民の利用が増えてきております。 

 

 

今後もより多くの町民に継続的に利用してもらうためのニーズの把握や事業内容の充実が求め

られます。 

 

スポーツ合宿誘致事業では、野球や柔道、合気道、陸上等の競技団体が町内で合宿し、町民と

の交流やスポーツへの意識高揚が図られていますが、更に合宿者が持つ高い技術をより多くの町

民に還元し、交流を深める機会を提供し、教育的効果を高めるとともに、地域の活性化を含めた

事業展開を図ることが求められます。 

第 9 節 スポーツ活動とスポーツ施設整備の 

現状と課題・推進目標・推進項目 
 

【スポーツ活動とスポーツ施設整備の現状と課題】 

 町民一人一人が心身ともに健康なで充実した生活を営むためには、生涯にわたりだれもがそれ

ぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツや運

動に親しむことができる社会環境の充実が必要です実現が求められています。このことから、町

民の健康や体力づくりに対する関心の高まりに伴い、多様なニーズに応じた各種スポーツ教室・

講習会や大会の開催、合宿誘致、スポーツ施設の整備など、地域性を生かしたスポーツ活動の推

進に努めてきました。 

 

 体育協会やスポーツ少年団は、町内のスポーツ振興の原動力として自主的に活動しされてお

り、活動の支援を図ってきましたが、少子高齢化による会員の減少や指導者不足等の課題を抱え

ています。今後も会員や指導者不足等を解消する方策の検討が求められます。 

 さらに、国では少子化や教員の働き方改革等を背景に、学校教育の一環として学校単位で行わ

れている学校部活動を地域単位で行う「部活動の地域移行」を推進することとしています。今

後、体育協会やスポーツ少年団の役割が求められるとともに、受け皿となる総合型地域スポーツ

クラブなどの地域組織設立のほか、専門性や資質を有する指導者の配置など、本町の実情にあっ

た実施体制の検討が求められます。 

 

 

 

 

 

 

近年、青少年の体力低下や、成人・高齢者の生活習慣病が増加してきています。運動・スポー

ツが身近で気軽に始められる環境整備やニュースポーツなどの機会提供と普及を図ることが求め

られます。また、スポーツ競技で全道大会や全国大会への出場する際に、その遠征費用を補助す

ることによって、個人・団体の負担軽減を図るとともに、競技力の強化を図っています。 

 

 

 

 

令和元年度より運動指導職員による、健康運動教室やトレーニング室での指導を実施するほ

か、利用者個人に合わせたトレーニングメニューの提供を行うなど、町民の健康づくりの推進に

努めてきました。今後も健康寿命の延伸を促進するため、保健福祉分野と連携し、町民の体力に

応じた運動プログラムの提供を図ることが求められます。 

 

スポーツ合宿誘致では、柔道や合気道などの競技団体が町内で合宿を行い、町民との交流やス

ポーツへの意識高揚が図られていますが、合宿者が持つ高い技術をより多くの町民に提供し、交

流を深める機会や教育効果を高めるとともに、受け入れ体制の整備に努め、スポーツの振興と地

域の活性化を図ることが求められます。 

 



 

 

第 2 次社会教育中期計画 第 3 次社会教育中期計画（会議結果を反映） 備  考 

 

各スポーツ施設においては、民間のノウハウを活用したサービスの向上や経費の削減を図るこ

とを目的に指定管理者制度を導入しており、利用者の視点に立った施設の整備充実を図るために

は、指定管理者と連携したサービスの向上への取り組みが求められます。平成 29 年 3 月より町全

体の公共施設を対象に「湧別町公共施設等総合管理計画」が策定されました。今後はこの計画を

踏まえたスポーツ施設の管理運営と計画的な整備に努めながら施設の有効活用、利用率向上に向

けた取り組みの推進が求められます。 

 

 

＜今後の課題＞ 

○ 町民がスポーツに親しむ機会提供と普及を図る必要があります。 

 

○ 指導者の発掘・養成や資質向上を図り、指導体制の充実に努める必要があります。 

 

○ 体育協会・スポーツ少年団などの関係団体の活動支援の充実に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ スポーツインストラクター等を配置し、指導内容の充実や町民のニーズを踏まえたトレーニ

ング機器等の整備を図る必要があります。 

 

 

 

 

○ スポーツ合宿の受け入れ体制の充実と合宿者が持つ高い技術を町民に還元する機会の提供を

図る必要があります。 

 

 

 

 

 

○ 指定管理者の知見を活用しサービスの向上と適正な管理運営に努めるとともに「湧別町公共

施設等総合管理計画」を踏まえたスポーツ施設の計画的な施設の改修等に努める必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 スポーツ施設においては、指定管理者制度を導入し、民間の能力を活用したサービスの充実や

経費の削減に努めています。今後も町民のニーズを踏まえながら、いつでも安心して利用しやす

い施設運営とサービス向上を図ることが求められます。湧別町公共施設再配置実行計画に基づ

き、これまで計画的に整備を進めてきましたが、今後もこの計画を踏まえたスポーツ施設の管理

運営と計画的な整備に努めながら施設の有効活用、利用率向上に向けた取り組みの推進が求めら

れます。 

 

 

＜今後の課題＞ 

〇町民が運動やスポーツに手軽に親しめる環境を整備するため、保健福祉分野と連携を図りなが

ら、健康づくりや体力づくりの機会提供と町民相互の交流を図る必要があります。 

 

 

〇体育協会・スポーツ少年団などの関係団体やスポーツサークルとの連携を深め、指導者の確保

や担い手の育成と支援体制の充実に努める必要があります。 

 

〇運動・スポーツが身近で手軽にできるよう環境整備やニュースポーツなどの機会提供を図る必

要があります。 

 

〇保健福祉分野との連携を図り、運動やスポーツを取り入れた町民の健康づくりを促進する必要

があります。 

 

〇専門職員やスポーツ推進委員により、ニュースポーツの普及促進や、町民の体力に応じた指導

体制の充実に努める必要があります。 

 

○全道大会等に出場する際の遠征費を効果的に補助することで、個人や団体の競技力の強化を図

る必要があります。 

 

〇スポーツ合宿の誘致を行うため、受け入れ体制の整備に努め、スポーツの振興と地域の活性化

を図る必要があります。 

 

〇運動部活動の地域移行に伴い受け皿となる体育協会やスポーツ少年団など関係団体の体制整備

や総合型地域スポーツクラブの設立の検討、専門性や資質を有する広域的な指導者の確保に努

める必要があります。 

 

〇指定管理者制度を活用し、サービスの向上と適正な管理運営に努めるとともに、「湧別町公共施

設再配置実行計画」を踏まえたスポーツ施設の計画的な施設の改修等に努める必要がありま

す。 

 

 



 

 

第 2 次社会教育中期計画 第 3 次社会教育中期計画（会議結果を反映） 備  考 

（推進目標と推進項目） 

 

スポーツ活動・

スポーツ施設の

推進目標 

明日の元気は、きょうのスポーツから みんなで体を動かし楽しもう 

 

項  目 課題解決のための方策 

人

自
然

ふ
る
さ
と
か
ら
学
び

地
域
と
共
に
生
き
る 

生
涯
ス
ポ

ツ
の
普
及 

●ライフステージに応じた各種教室、講習会、大会などスポーツに親

しむ機会を定期的に提供し、健康や体力づくりの増進とスポーツを

通じた住民相互の交流の推進に努めます。 

●スポーツ合宿者による教室や講習会、町民とのふれあいや交流の機

会の充実に努めます。 

●スポーツに特化した楽しい一日を過ごす「町民皆スポーツの日」の

創設を目指します。 

 

 

 

活
動
等
の
支
援 

●体育協会やスポーツ少年団など関係団体の育成と自主的な活動支援

に努めます。 

●スポーツ用具等を整備することにより、スポーツを始めたい方の支

援に努めます。 

●スポーツ推進委員等によるニュースポーツの研究・普及を図り、町

民の健康増進に貢献します。 

●「するスポーツ」に加え、「支えるスポーツ」として大会等の支援

を行うボランティアの確保に努めます。 

 

学
習
環
境
づ
く
り 

 

 

●町民のスポーツ活動を推進する指導者の育成や養成を図り、指導体

制の充実に努めます。 

●著名な外部講師等の招聘により、技術向上の習得に努めます。 

●スポーツインストラクター等による個々の体力に応じた運動メニュ

ーの作成を推進します。 

 

 

 

連
携
・ 

ネ

ト
ワ

ク 

●住民のニーズを踏まえながら利用しやすいスポーツ施設の計画的な

改修等と適正な管理運営、利用実態に即した開館を目指します。 

●健康福祉分野との連携を図り、運動やスポーツを取り入れた町民の

健康づくり教室の開催に努めます。 

●体育協会やスポーツ少年団、自治会、関係団体等の連携を図り、町

民みんなで楽しめる生涯スポーツの推進に努めます。 

 

（推進目標と推進項目） 

 

スポーツ活動・

スポーツ施設の

推進目標 

明日の元気は、きょうのスポーツから みんなで体を動かし楽しもう 

 

項  目 課題解決のための方策 

人

自
然

ふ
る
さ
と
か
ら
学
び

地
域
と
共
に
生
き
る 

生
涯
ス
ポ

ツ
の
普
及 

●ライフステージや習熟度に応じた各種教室、講習会、大会などスポ

ーツに親しむ機会を定期的に提供し、健康や体力づくりの増進とス

ポーツを通じた住民相互の交流の推進に努めます。 

●日常的にスポーツや運動をしない方がその楽しさと効果を実感でき

るように、積極的に働きかけを行い、スポーツ文化の裾野を広げま

す。 

●スポーツ合宿者による教室や講習会、町民とのふれあいや交流の機

会の充実に努めます。 

●スポーツに特化した楽しい一日を過ごす「町民皆スポーツの日」の

創設を目指します。 

活
動
等
の
支
援 

●体育協会やスポーツ少年団など関係団体の指導者の確保や担い手の

育成と自主的な活動支援に努めます。 

●スポーツ用具等を整備することにより、スポーツを始めたい方の支

援に努めます。 

●運動指導職員やスポーツ推進委員等によるニュースポーツの研究・

普及のほか、体力に応じた運動メニューの提供を図り、町民の健康

増進に貢献します。 

●「するスポーツ」に加え、「支えるスポーツ」として大会等の支援

を行うボランティアの確保に努めます。 

学
習
環
境
づ
く
り 

●スポーツ団体の活動を広く紹介し、会員数の確保と活動意欲の向上

を図ります。 

●町民のスポーツ活動を推進する指導者の育成や養成を図り、指導体

制の充実に努めます。 

●著名な外部講師等の招聘により、技術向上の習得に努めます。 

●スポーツインストラクター等による個々の体力に応じた運動メニュ

ーの作成を推進します。 

●部活動の地域移行を推進するため、中学生・高校生が地域でスポー

ツ活動ができる体制づくりを検討します。 

連
携
・ 

ネ

ト
ワ

ク 

●住民のニーズを踏まえながら利用しやすいスポーツ施設の計画的な

改修等と適正な管理運営に努めます。利用実態に即した開館を目指

します。 

●保健福祉分野との連携を図り、運動やスポーツを取り入れた町民の

健康づくり教室の開催に努めます。 

●体育協会やスポーツ少年団、自治会、学校、関係団体等の連携を図

り、町民みんなで楽しめる生涯スポーツの推進に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第９節 スポーツ活動とスポーツ施設整備の 

現状と課題・推進目標・推進項目  

 

【スポーツ活動とスポーツ施設整備の現状】 

 心身ともに健康な生活を営むためには、生涯にわたりだれもが体力や年齢、技術、興

味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツや運動に親しむことができ

る社会環境の充実が必要です。このことから、町民の健康や体力づくりに対する関心の高

まりに伴い、多様なニーズに応じた各種スポーツ教室・講習会や大会の開催、合宿誘致、

スポーツ施設の整備など、地域性を生かしたスポーツ活動の推進に努めてきました。 

 体育協会やスポーツ少年団は、町内のスポーツ振興の原動力として自主的に活動してお

り、活動の支援を図ってきましたが、少子高齢化による会員の減少や指導者不足等の課題

を抱えています。今後も会員や指導者不足等を解消する方策の検討が求められます。 

 さらに、国では少子化や教員の働き方改革等を背景に、学校教育の一環として学校単位

で行われている学校部活動を地域単位で行う「部活動の地域移行」を推進することとして

います。今後、受け皿となる総合型地域スポーツクラブなどの地域組織設立のほか、専門

性や資質を有する指導者の配置など、本町の実情にあった実施体制の検討が求められま

す。 

 近年、青少年の体力低下や、成人・高齢者の生活習慣病が増加してきています。運動・

スポーツが身近で気軽に始められる環境整備やニュースポーツなどの機会提供と普及を図

ることが求められます。また、スポーツ競技で全道大会や全国大会への出場する際に、そ

の遠征費用を補助することによって、個人・団体の負担軽減を図るとともに、競技力の強

化を図っています。 

令和元年度より運動指導職員による、健康運動教室やトレーニング室での指導を実施す

るほか、利用者個人に合わせたトレーニングメニューの提供を行うなど、町民の健康づく

りの推進に努めてきました。今後も健康寿命の延伸を促進するため、保健福祉分野と連携

し、町民の体力に応じた運動プログラムの提供を図ることが求められます。 

スポーツ合宿誘致では、合宿者が持つ高い技術をより多くの町民に提供し、交流を深め

る機会や教育効果を高めるとともに、受け入れ体制の整備に努め、スポーツの振興と地域

の活性化を図ることが求められます。 

 スポーツ施設においては、指定管理者制度を導入し、民間の能力を活用したサービスの

充実や経費の削減に努めています。今後も町民のニーズを踏まえながら、いつでも安心し

て利用しやすい施設運営とサービス向上を図ることが求められます。湧別町公共施設再配

置実行計画に基づき、これまで計画的に整備を進めてきましたが、今後もこの計画を踏ま

えた取り組みの推進が求められます。 

【今後の課題】  
○町民が運動やスポーツに手軽に親しめる環境を整備するため、保健福祉分野と連携

を図りながら、健康づくりや体力づくりの機会提供と町民相互の交流を図る必要が

あります。 

 ○体育協会・スポーツ少年団などの関係団体やスポーツサークルとの連携を深め、指導

者の確保や担い手の育成と支援体制の充実に努める必要があります。 

〇専門職員やスポーツ推進委員により、ニュースポーツの普及促進や、町民の体力に応

じた指導体制の充実に努める必要があります。 

○全道大会等に出場する際の遠征費を効果的に補助することで、個人や団体の競技力の

強化を図る必要があります。 

〇スポーツ合宿の誘致を行うため、受け入れ体制の整備に努め、スポーツの振興と地域

の活性化を図る必要があります。 



 

〇運動部活動の地域移行に伴い受け皿となる体育協会やスポーツ少年団など関係団体の

体制整備や総合型地域スポーツクラブの設立の検討、専門性や資質を有する広域的な

指導者の確保に努める必要があります。 

〇指定管理者制度を活用し、サービスの向上と適正な管理運営に努めるとともに、「湧

別町公共施設再配置実行計画」を踏まえたスポーツ施設の計画的な施設の改修等に努

める必要があります。 

 

【推進目標と推進項目】 

 

スポーツ活動・

スポーツ施設の

推進目標 

明日の元気は、きょうのスポーツから みんなで体を動か

し楽しもう 

 

項  目 具体的な取組内容 

人

自
然

ふ
る
さ
と
か
ら
学
び

地
域
と
共
に
生
き
る 

生
涯
ス
ポ

ツ
の
普
及 

●ライフステージや習熟度に応じた各種教室、講習会、大会な

どスホーツに親しむ機会を定期的に提供し、健康や体力づ

くりの増進とスポーツを通じた住民相互の交流の推進に努

めます。 

●日常的にスポーツや運動をしない方がその楽しさと効果を実感で

きるように、積極的に働きかけを行い、スポーツ文化の裾野を広

げます。 

●スポーツ合宿者による教室や講習会、町民とのふれあいや

交流の機会の充実に努めます。 

活
動
等
の
支
援 

●体育協会やスポーツ少年団など関係団体の指導者の確保や

担い手の育成と自主的な活動支援に努めます。 

●スポーツ用具等を整備することにより、スポーツを始めた

い方の支援に努めます。 

●運動指導職員やスポーツ推進委員等によるニュースポーツの研

究・普及のほか、体力に応じた運動メニューの提供を図り、町民

の健康増進に貢献します。 

学

習

環

境

づ

く

り 

●スポーツ団体の活動を広く紹介し、会員数の確保と活動意欲の向

上を図ります。 

●著名な外部講師等の招聘により、技術向上の習得に努めま

す。 

●部活動の地域移行を推進するため、中学生・高校生が地域で

スポーツ活動ができる体制づくりを検討します。 

連
携
・
ネ

ト
ワ

ク 

●住民のニーズを踏まえながら利用しやすいスポーツ施設の

計画的な改修等と適正な管理運営に努めます。 

●保健福祉分野との連携を図り、運動やスポーツを取り入れ

た町民の健康づくり教室の開催に努めます。 

●体育協会やスポーツ少年団、自治会、学校、関係団体等の連

携を図り、町民みんなで楽しめる生涯スポーツの推進に努

めます。 

 


